
令和８年度前期 

三重県立看護大学大学院看護学研究科科目等履修生出願要領 
 

１．募集人員：若干名 

 

２．開講科目 

  別紙「令和８年度前期科目等履修生開講科目一覧表」のとおり 

  

３．入学資格   

  次の各号のいずれかに該当する者。ただし、他大学の正規学生の入学は認められません。 

（注１）入学資格（9）により入学しようとする者は、教務学生課にお問い合わせください。  

（注２）入学資格（10）により入学しようとする者は、願書提出時に個別の資格審査を行いますので、

別紙【個別の入学資格審査について】を参照してください。  

 

４．出願手続 

  （１）出願期間 

    令和８年２月６日（金）～令和８年２月１６日（月）（必着） 

 

(1) 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 83 条に規定する大学を卒業した者 

(2) 学校教育法第 104 条第 7 項の規定により学士の学位を授与された者 

(3) 外国において、学校教育における 16 年の課程を修了した者 

(4) 
外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外

国の学校教育における 16 年の課程を修了した者 

(5) 

我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における 16年の課

程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において

位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し

た者及び令和８年３月修了見込みの者 

(6) 

外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国

の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとし

て文部科学大臣が別に指定するものに限る。）において、修業年限が３年以上である課程を

修了すること（当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修す

ることにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられ

た教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。）によ

り、学士の学位に相当する学位を授与された者及び令和８年３月 31 日までに授与される見

込みの者 

(7) 
専修学校の専門課程（修業年限が 4 年以上であることその他文部科学大臣が定める基準を

満たすものに限る。）を文部科学大臣が定める日以後に修了した者  

(8) 文部科学大臣が指定した者 

（9） 
大学に 3 年以上在学し、又は外国において学校教育における 15 年の課程を修了し、本大

学院において、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者  

(10) 
本大学院が行う個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると

認めた者で、22 歳に達したもの 

(11) 
前各号に定める者のほか、本大学院において大学を卒業した者と同等以上の学力があると

認めた者 



 （２）出願方法 

    簡易書留速達で郵送又は直接持参してください。 

    直接持参の場合の受付時間は、９：００～１７：００（土・日・祝日を除く）です。 

 （３）出願先 

    〒５１４－０１１６  三重県津市夢が丘１丁目１番地１ 

     三重県立看護大学 教務学生課 ＴＥＬ ０５９－２３３－５６０３ 

（４）出願書類 

   １）科目等履修生願書（様式第１号） 

   ２）履歴書（様式第２号） 

３）最終学歴の卒業証明書又は修了証明書。最終学歴を卒業（修了）見込みである方については

卒業見込証明書又は修了見込証明書を提出してください。 

   ４）最終学歴の成績証明書 

５）入学資格（10）により入学しようとする者は、看護師、保健師、助産師の免許証の写し（Ａ４版

に縮小したもの）を提出してください。 

６）健康診断書（様式第３号）※できるだけ本学所定の様式を使用してください。ただし、診断項

目を満たしていれば他の様式でも構いません。 

   ７）入学検定料９，８００円（郵便局で普通為替証書を購入して下さい。証書の「受取人指定欄」

には何も記入しないでください。現金不可。） 

８）審査結果通知用封筒（角形２号、４９0 円切手を貼付、住所氏名を記入したもの） 

    

 

   

 （５）出願手続上の注意事項 

１）必要な書類がすべてそろっていない場合には受付できませんので、出願の際には十分確認

してください。 

２）出願受付後は、出願事項の変更は認めません。ただし、住所、氏名、電話番号に変更があった

場合には、出願先まで連絡してください。 

   ３）一度受付をした出願書類及び入学検定料は、返却しません。  

 

５．審査方法：書類選考 

 

６．審査結果 

   ３月中旬に文書により通知します。電話等による問い合わせには一切応じません。なお、合格者

には審査結果通知時に、入学手続について詳細を連絡します。  

 

７．入学料及び授業料 

  入学料 ： ２８，２００円 

  授業料 ： １４，８００円（１単位受講あたり） 

（例：２単位の授業科目の場合は２９，６００円） 

  ※連続で在籍する場合の入学料については、納入の必要はありません。 

 

８．在学期間  ６ヵ月（令和８年４月１日～令和８年９月３０日） 

 

 

 

出願書類のうち３）４）５）については、科目等履修生出願に際し過去１年以内に本学へ提出したこ

とがある場合は、出願者本人の申し出により提出を省略することができます。  

 

 



９．授業の受講方法  

遠隔授業が可能な科目については、Microsoft Teams 等を利用した授業を実施してい

ます。詳細は「令和８年度前期大学院科目等履修生開講科目一覧表」をご参照いただくとと

もに、「１１．問い合わせ先」にご連絡ください。  

 

１０．試験・単位の認定・証明書の交付 

   受講した科目の授業に３分の２以上出席し、試験を受け合格すると所定の単位が認定され、   

申請により当該科目の単位修得証明書を交付します。 

 

１１．問い合わせ先    

  〒５１４－０１１６  三重県津市夢が丘１丁目１番地１ 

   三重県立看護大学 教務学生課 

   ＴＥＬ ０５９－２３３－５６０３ ＦＡＸ ０５９－２３３－５６６６ 

 

 

 



 

（別紙） 

 

【個別の入学資格審査について】 

入学資格（10）による個別の資格審査条件を満たす者は、看護師、保健師、助産師の何れかの資格

を有する者で次の条件を満たす者とします。 

 

卒業又は修了した学校 実 務 研 究 経 験 の 期 間 ※ 

ア 修業年限が２年の短期大学、専修学校専門

課程及び高等学校専攻科（５年一貫制の

課程を含む） 

２年以上 

イ 修業年限が３年の短期大学及び専修学校専

門課程 
１年以上 

ウ その他の教育施設 

大学卒業までの最短修業年数（１６年）から、

最終学校卒業又は修了までの最短修業年数

を控除した期間以上 

 

※ 実務研究経験の期間とは、看護師、保健師、助産師の何れかの資格を取得した後の次の期

間を合算したものとする。 

（１）病院等における臨床実務に従事した期間 

（２）大学・短期大学、官公庁、研究所、会社等の教育又は研究開発部門に教育職又は研究職として

従事した期間 

（３）大学・短期大学等に置かれた専攻科等に在学した期間 

（４）大学又は短期大学において、研究生として在学した期間 

  （注）（１）又は（２）の期間については正規職員として従事している期間とする。 


